
物品等の名称
及び数量

寒水川排水機場外A重油緊急購入

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長
松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

契 約 締 結 日 令和　２年　７月　８日

増田石油株式会社佐賀営業所
佐賀県鳥栖市水屋町１５７６の１

契約金額
（消費税及び地
方消費税含む）

￥２，６９５，０００

予定価格
（消費税及び地
方消費税含む）

￥２，６９５，０００

別紙のとおり。

備　　　　　考

随意契約結果書

契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約による
こととした理由

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地



随 意 契 約 理 由 書

１．件 名 寒水川排水機場外 A重油緊急購入

２．履 行 場 所 佐賀県三養基郡みやき町大字坂口 外

寒水川排水機場外

３．契 約 の 相 手 方 住 所：佐賀市水屋町１５７６－１

会社名：増田石油株式会社佐賀営業所

電 話：０９４２－８３－２８５５

４．随意契約適用法令 会計法第２９条の３第４項

予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

５．契約の目的及び随意契約に付する理由

(１)目 的 本購入は、筑後川河川事務所管内の寒水川排水機外で災害対応

中の排水ポンプの燃料である A重油を購入するものである。

(２)理 由 今回購入するA重油は、排水ポンプを稼働させるものであるが、

７月６日からの大雨により排水ポンプの稼働が長時間に渡り、

現在のままでは排水作業が停止してしまうおそれがある。

従って、緊急にA重油の補給が不可欠である。

近隣の業者で燃料を補給できる者を探したところ、増田石油株

式会社佐賀営業所が可能であった。

よって、増田石油株式会社佐賀営業所を契約の相手方とし、

A重油の補給を行うこととする。

（随意契約理由書作成者）

筑後川河川事務所 経理課長
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